
 
公募公告 

 

 

次のとおり公募する。 

 

令和８年１月３０日 

 

 

 

仙台第２合同庁舎所管庁 

東北総合通信局長 新田 隆夫 

 

 

 

１  公募件名 

（１）令和８年度 仙台第２合同庁舎エレベーター保守役務 

（２）令和８年度 仙台第２合同庁舎機械警備役務 

（３）令和８年度 仙台第２合同庁舎冷温水発生機保守役務 

 

２ 目的 

（１）令和８年度 仙台第２合同庁舎エレベーター保守役務 

仙台第２合同庁舎において、エレベーターの安全かつ良好な機能確保を図ることを目的とする。 

（２）令和８年度 仙台第２合同庁舎機械警備役務 

仙台第２合同庁舎において、応募者の機械警備設備・システムを用い、庁舎の安全の確保を図る

ことを目的とする。 

（３）令和８年度 仙台第２合同庁舎冷温水発生機保守役務 

仙台第２合同庁舎において、冷温水発生機の安全かつ良好な機能確保を図ることを目的とす

る。 

 

３  履行概要 

（１）令和８年度 仙台第２合同庁舎エレベーター保守役務 

仙台第２合同庁舎のエレベーター（１～４号機）について、計画的な修理及び部品の取替え

等を行うために必要な事項を定めるほか、適切な点検及びプログラム整備等を行い、故障等に

より運転に支障をきたさないよう関係法令等遵守の上、誠実かつ善良な管理者の注意義務をも

って保守を実施する。 

（２）令和８年度 仙台第２合同庁舎機械警備役務 

仙台第２合同庁舎において、応募者の機械警備設備・システムを用いて火災、不法侵入者及び主

要設備を常時監視し、異常時には警備員が急行し所要の処置を行うなど関係法令等遵守の上、誠実

かつ善良な管理者の注意義務をもって庁舎の安全の確保を図る。 

（３）令和８年度 仙台第２合同庁舎冷温水発生機保守役務 

仙台第２合同庁舎の冷温水発生機（１、２号機）及びこれに附属する各機器について、適切な点

検・整備を行い、運転期間中に故障等により支障を来たさないよう関係法令等遵守の上、誠実かつ

善良な管理者の注意義務をもって保守を実施する。 

 

４ 公募期間 

令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１９日（木） 



令和８年２月１９日（木）１４時までに応募書類を下記提出先に必着のこと。 

 

５ 契約形態 

請負契約 

 

６  応募の資格 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下本公告において「予決令」という。）第

７０条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人及び被補助人であって、契

約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）上記１（１）及び（３）については、令和０７・０８・０９年度一般競争参加資格審査結果通知

書（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ東北地域の競争参加資格

を有する者（「役務の提供等」の営業品目の「建物管理等各種保守管理」に登録している者である

こと。） 

上記１（２）については、令和０７・０８・０９年度一般競争参加資格審査結果通知書（全省庁

統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ東北地域の競争参加資格を有する者

（「役務の提供等」の営業品目の「ソフトウェア開発」、「情報処理」又は「その他」に登録して

いる者であること。） 

（４）総務省及び他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこ

と。ただし、他府省等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めな

い。 

（５）上記１（３）については、仙台市内又はその近郊に本社、支社、支店その他営業拠点を有してい

る者であること。 

（６）以下の暴力団排除対象者に該当しない者 

ア 契約の相手方として不適当な者 

（ア）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場

合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体であ

る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であるとき。 

（イ）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（ウ）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（エ）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

イ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（ア）暴力的な要求行為を行う者 

（イ）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（ウ）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（エ）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（オ）その他前各号に準ずる行為を行う者 

（７）上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。 

（８）『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』（ビジネスと人権に関

する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議）を踏まえた人権尊重に取り組むよう努

めること。 

※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』 



 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf 

（９）本応募資格のない者の提出書類等は、無効とする。 

 

７  応募条件 

各公募応募要項で示す仕様書の内容を履行できる者であること。 

 

８  請負期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

９  仕様内容 

各公募応募要項で示す仕様書のとおり 

 

１０ 応募提出書類 

各公募応募要項による。 

 

１１ 公募応募要項配布場所及び応募書類提出先 

〒９８０－８７９５ 

仙台市青葉区本町三丁目２番２３号 仙台第２合同庁舎 １２階 

東北総合通信局総務部財務課合同庁舎管理係 

 

１２ 問い合わせ先 

東北総合通信局総務部財務課合同庁舎管理係 

電話：０２２－２２１－６６２１（閉庁日を除く９時～１２時及び１３時～１７時） 

 

１３ その他 

（１）本件は、令和８年度予算が成立することを前提とする公募である。 

（２）その他詳細については、各公募応募要項による。 

 

 

 

以 上 


